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３
つ
の

　
　   

重
点
施
策

  人
口
減
少
対
策
と
し
て
の 

地
方
創
生
事
業

　
「
第
３
期
た
ど
つ
の
輝
き
創
生
総
合
戦

略（
令
和
７
～
11
年
度
）」に
お
い
て
、「
た

ど
つ
の
ゲ
ン
キ
を
創
る
」「
た
ど
つ
と
ツ
ナ
ガ

ル
人
を
増
や
す
」「
た
ど
つ
に
ス
ミ
タ
イ
人

を
増
や
す
」「
た
ど
つ
の
ミ
ラ
イ
に
向
け
て

挑
戦
す
る
」の
４
つ
を
基
本
目
標
に
据
え
、

各
種
の
人
口
減
少
対
策
や
定
住
促
進
施
策

に
取
り
組
み
、
引
き
続
き
た
ど
つ
の
歴
史
・

文
化
・
伝
統
を
い
か
し
た
、
魅
力
あ
る「
ま

ち
づ
く
り
」と
「
ひ
と
づ
く
り
」に
取
り
組

み
、
移
住
・
定
住
・
交
流
人
口
及
び
関
係

人
口
の
増
加
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

魅
力
あ
る
「
ま
ち
づ
く
り
」を
目
指
す

施
策
と
し
て
は
、本
通
一丁
目
の
周
辺
、「
多

度
津
町
本
町（
ほ
ん
ま
ち
）」と
呼
ぶ
地
区

に
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
の
制
度

を
導
入
し
て
、
伝
統
的
町
並
み
の
保
存
と

歴
史
的
な
資
源
を
活
用
し
た
「
ま
ち
づ
く

り
」に
取
り
組
み
、
観
光
の
振
興
、
商
業

を
は
じ
め
と
す
る
産
業
の
発
展
、
交
流
人

口
等
の
増
加
、
移
住
・
定
住
の
促
進
や
空

き
家
・
空
き
地
対
策
等
の
施
策
を
推
進

し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

魅
力
あ
る
「
ひ
と
づ
く
り
」を
目
指
す

施
策
と
し
て
は
、
ま
ち
づ
く
り
団
体
や
住

民
と
の
協
働
に
引
き
続
き
取
り
組
み
、
多

度
津
町
タ
ウ
ン
プ
ロ
モ
ー
シ
ョン
事
業
に
つい

て
は
、官
民
協
働
組
織「
ま
ね
き
ね
こ
課
」

が
中
心
と
な
って
進
め
る
、
本
町
の「
魅
力

づ
く
り
」と
「
情
報
発
信
」へ
の
支
援
を
継

続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
町
の
認
知
度
向

上
と
、
ま
ち
の
活
性
化
に
真
剣
に
取
り
組

む
人
々
の
増
加
を
図
って
ま
い
り
ま
す
。

令
和
７
年
度

施
政
方
針

　３月５日（水）、多度津町議会定
例会において、丸尾幸雄町長による
令和７年度の施政方針演説が行わ
れ、これからの町政運営に向けての
基本的な考え方と主な施策が述べら
れました。
　施政方針の抜粋を紹介します。全
文は町ホームページでご覧いただけ
ます。

～
主
役
は
町わ

た
し民

　
歴
史
を
未
来
へ

　
　
　
　
　 
つ
な
ぐ
ま
ち
　
た
ど
つ
～

少
子
高
齢
化
対
策 

　

令
和
７
年
度
策
定
の「
第
３
期
多
度
津

町
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
」の

基
本
理
念『「
子
育
て
の
喜
び
と
子
育
ち
の

喜
び
を
と
も
に
応
援
す
る
ま
ち
」多
度
津

町
を
め
ざ
し
て
』の
実
現
に
向
け
、
子
ど

も
の
健
や
か
な
成
長
や
家
庭（
保
護
者
）

の
楽
し
い
子
育
て
の
応
援
に
繋
が
る
施
策

の
充
実
や
安
心
し
て
出
産
・
子
育
て
が
で

き
る
よ
う
子
育
て
支
援
体
制
の
確
保
・
強

化
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。「
出
産
・
子

育
て
応
援
ギ
フ
ト
」を
、
新
年
度
は
「
妊

婦
の
た
め
の
支
援
給
付
金
」と
し
て
支
給

し
、
子
育
て
家
庭
の
家
計
負
担
の
軽
減

を
図
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
健
全
な
育

成
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
「
第
10
期
多
度
津
町
高
齢
者
保
健
福

祉
計
画
・
第
９
期
多
度
津
町
介
護
保
険

事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
介
護
保
険
制
度

の
持
続
可
能
性
の
確
保
を
図
り
つ
つ
、
適

正
な
運
用
に
努
め
る
ほ
か
、
高
齢
者
を
対

象
と
し
て
、
医
療
保
険
の
保
健
事
業
と

介
護
保
険
の
介
護
予
防
事
業
の一
体
的
な

実
施
に
よ
り
、
疾
病
予
防
・
重
症
化
予

防
と
健
康
寿
命
の
延
伸
に
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。 

財
政
の
健
全
化 

　

引
き
続
き
「
中
期
財
政
計
画
」に
基
づ

き
、
健
全
な
財
政
運
営
に
継
続
し
て
取

り
組
み
、
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な

町
政
運
営
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に

も
、
あ
ら
ゆ
る
歳
入
確
保
策
を
講
ず
る

と
と
も
に
、
一
層
の
行
政
の
効
率
化
な
ど

に
よ
り
歳
出
の
抑
制
を
図
る
こ
と
で
、
本

町
財
政
の
健
全
性
が
保
た
れ
る
よ
う
取

り
組
み
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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令和７年度 主要施策
　～第７次多度津町総合計画の政策体系に沿って～

安心して子育てができ、健やかに暮らせるまちづくり

安全・安心に暮らせる自然と調和したまちづくり

▶◀子育てをしやすい環境づくり
　●  「産後ケア事業」の充実、子育て世代包括支援セン

ターにおける安心・安全な出産・育児のための妊
娠期から子育て期まで切れ目のない支援、ハイリ
スク妊婦に対する養育支援訪問事業、乳幼児の

「一時預かり事業」の更なる充実、保育所等との連
携・協力、放課後児童クラブ支援
員への専門的助言による支援事
業の実施に努め、児童の健全な育
成を図り、保護者が安心して就労
できる環境づくりに努める。

▶◀豊かな心を育てる教育の充実
　●  『「学ぶ楽しさ」と「教育にかかわる喜び」を味わえ

る教育』『「幼・保・小・中の連携」と「学校・家庭・地
域のつながり」を深めることで実効性のある教
育』『多度津の「ひと」、「こと」、「もの」を大切にし
た教育』を推進する。

　●  スポーツ少年団や子ども会による富山県南砺市
福野地区との交流が再開され
た。引き続き心豊かな子どもの
育成を図り、異なる文化や学校
生活を離れた様々な地域や人
との交流を推進する。

▶◀安全で快適な都市空間の形成
　●    令和６年度に実施した「自分ごと化会議」

からの提案書を受け、本町の実情に即し
た地域交通の導入に向けて、まずは、デマ
ンド型交通の実証実験に取り組む。

　●    「多度津駅前広場」については、多くの町
民の皆様が多目的に利用でき、多世代が
交流できる広場を目指し、その他の公園・
緑地や水辺も、秩序ある市街地の形成や
地域コミュニケーションの場として重要
な役割を担えるよう、
住民ボランティアの
ご協力を得ながら
適正な維持管理に
努める。

▶◀誰もが健やかにいきいきと暮らせる
     環境づくり  
　●  「第２次多度津町健康増進計画・第２次食育推進

計画」に基づき、町民・地域・関係団体等の健康づ
くりの気運を醸成し、町民一人一人が生涯にわた
り健康で豊かな生活が送れるよう、「健康寿命の
延伸」、「健康格差の縮小」を目指し、健康増進と食
育の推進に取り組む。

　●    離島医療の拠点である国民健康保険直営診療所
の運営を継続できるよう、医師・
看護師の確保と、医療機器・医
薬材料の維持管理に努める。

▶◀生涯学習社会の形成
　●  生涯学習や社会教育の活動を支援し、生涯学習に

関する各種推進計画の見直しについて、協議・検
討を続ける。

　●    地域密着型プロスポーツチー
ムとの交流事業やホームタウ
ンデーの開催を通じて、子ど
もたちがトップアスリートを
夢見て、競技や練習に取り組
むことができるスポーツ環境
の整備を進める。

▶◀安心して暮らせる環境の整備
　●      防災訓練や防災研修を実施し、地域

防災力の向上を推進するとともに、
最新の災害想定に合わせてハザー
ドマップ等を適宜更新し、周知・啓
発することにより防災意識の醸成
を図る。

　●    地域防災の中核となるべき消防団が連携・協力できる
ように消防団長直轄の団本部内に「本部分団」を組織
し、指揮命令系統を確立するとともに組織訓練・安全管
理体制等の強化を計画的に取り組み、消防技術の向上
と人材の育成に努める。

▶◀環境に配慮したゼロカーボンシティの実現
　●      省エネ効果の高い家電製品への買換促進補助、公共施

設や民間施設のクーリングシェルター指定、公共施設
へのＥＶ充電スタンドを設置する取組を継続する。
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▶◀地域経済・地域産業の活性化
　●  農業・農村の持つ多面的機能が

継続的に保たれるよう、既存の
活動組織を含む町内全域を対
象とした大規模組織を立ち上
げ、活動に取り組んでおり、多
面的機能支払制度の活用を積
極的に支援する。

　●  町内企業を紹介する冊子の配布や、中学校におけ
る地元企業ＰＲ事業「たどつの企業大集合ｉｎ多中」
を通して、町内企業の魅力を知る機会を設け、将来
の地元での就職に繋がるよう発信を行う。

▶◀魅力あふれる観光の振興
　●  「瀬戸内国際芸術祭 2025」「大阪・関西万博」が開

催され、国内外からより多く
の観光客などが見込まれる
ため、県や各種団体などの関
係機関と連携し、広域観光の
受入れ態勢の整備・強化など
を図る。

▶◀コミュニティを軸とした官民協働のまちづくり
　●  住民ワークショップやアンケート等を通じて、多くの

住民の皆様のご意見をお聞きするとともに、民間企業
等とそれぞれの強みをいかした協働の取組を検討しな
がら、まちの活性化に取り組む。

▶◀多様性を認め、人権を尊重する社会の確立
　●    誰もが互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、自分ら

しく生きることができるまちの実現を目指し、法律の
基本理念に沿った啓発や、パートナーシップ宣誓手続
の簡素化や利便性の向上に努める。

　●  「第４次たどつ男女共同参画プラン」の
策定を進め、県や定住自立圏を形成する
近隣市町とも連携して、男女共同参画社
会形成のための施策を推進し、ワーク・
ライフ・バランスや女性が活躍できる
まちづくりに取り組む。

▶◀多様な交流の促進
　●  若者を対象とした奨学金の返還支援を新たに

実施することで、若者の流出抑制及び本町へ
の移住定住促進を図る。

　●  地域と密着した地域おこし協力隊の活動のた
め、支援団体を認定の上、民間連携隊員を委嘱
し、隊員が地域の方と協力して活動に取り組
んでいけるよう、体制づくりを進めるととも
に、本制度をより積極的に活用し、地域力の維
持・強化を図る。

▶◀地域資源を活かしたまちづくり　
　●  サクラートたどつ、公民館、資料館において、

各種行事や活動を行い、本町の歴史・伝統・文
化の魅力を伝え、その価値を再発見いただけ
るよう働きかけ、地域に残る貴重な文化財が、
地域の方々の手によって大切に保存され、次
世代へと受け継がれていくよ
うに、調査・研究等の支援を行
い、文化財に親しむ機会の提
供や情報の発信にも努める。

▶◀時代の要請に対応した行財政運営
　●    「行政改革大綱」「行政改革実施計画」に基

づいた行政改革を推進し、引き続き健全
な財政運営に努める。

　●  組織の課題や住民ニーズの変化について
点検を行い、時代に即した組織の最適化
と更なる住民サービスの向上に努める。

　●  企業版ふるさと納税は、制度に関する情
報を収集し、企業への働きかけなどを積
極的に行う。

●一 般 会 計 予 算 額　100億1,800万円（前年度比 6.4%増）
●特 別 会 計 予 算 額　   53億4,790万円（前年度比 3.7%減）
●公営企業会計予算額　   16億5,122万円（前年度比 6.9%増）
●全 会 計 予 算 総 額　 170億1,712万円

3

4

にぎわいと交流を促進する活気あふれるまちづくり

時代のニーズに応える持続可能な協働のまちづくり

令和７年度予算
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※ 住民環境課窓口に「出生・死亡・
死産・婚姻・離婚の届出をさ
れる方にお願い（職業・産業例
示表）」を備えつけていますので、
参考のうえ、ご記入いただくよ
うお願いします。

期 間　 ４月１日（火）から６月２日（月）まで（土日・祝日を除く）
場 所　多度津町役場税務課

令和７年度の固定資産台帳の縦覧を行っています

税 　 務 　 課 からのお知らせ　問  ☎33-1118

性の多様性について考えてみましょう

住 民 環 境 課 からのお知らせ　問  ☎33-4480

わたしたちが今からできること
　性的マイノリティの方たちが、より自分らしく暮らしていけるように、わたしたち一人ひとりが、
日々の生活の中で多様性を尊重する姿勢を示していくことが大切です。
　性別にとらわれず多様な個人を尊重し合い、差別や偏見のない社会をともに築いていきましょう。

　性のあり方（セクシュアリティ）は、その人の生き方そのものであり、個人の尊厳に関わることと
して尊重されるべきものです。
　日本では、異性間のカップル・夫婦が当たり前とされる風潮が強く、性的マイノリティの方たちに対する差
別や偏見が長く続いていたことから、性的マイノリティの方たちに対する理解を深め、多様性が尊重される社
会の実現を目指して、2023年６月にＬＧＢＴ理解増進法※が施行されました。
　以前と比べて、皆さんの日常生活において性の多様性に対する理解は進んでいるでしょうか？
※「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」
性的マイノリティ当事者と非当事者の認識に関する調査結果を紹介します。

　（出典：電通グループ「LGBTQ+ 調査2023『実はずっと聞いてみたかったこと』」より抜粋）　
　上記の調査結果は、性的マイノリティの方たちに「協力したい、寄り添いたい」という思いが社会全体に広
がりつつあることを示しています。
　その一方で、性的マイノリティの方たちが不安や生きづらさを感じる場面は、まだまだ多くあります。

事例パターン 性的マイノリティ当事者の認識
（回答者 600人）

非当事者の認識
（回答者 5,640人）

カミングアウトに
ついての認識

職場や学校などで自分が性的マイ
ノリティだとカミングアウトした
ら「居づらくなる」と思う

４８．６%
職場や学校などの仲間から性的マ
イノリティであることをカミング
アウトされたときは「ありのまま
を受け入れたい」と思う

８４．６％

性自認や性的指向の
悩みに関する相談

職場や学校には、性自認や性的指
向に関する悩みを相談できる人が
いない

５１．７％ 性的マイノリティ当事者に相談さ
れたときはできるだけ協力したい ７７．３％

性自認に従って
生活すること

性自認に従って生活するのは周囲
の目が気になる ３７．６％ 性自認に素直に生きていくことは

素敵なことだと思う ８３．０％

人口動態職業・産業調査を実施します
　令和７年度は、５年に１度の国勢調査の行われる年度のため、人口動態職業・産業調査を実施し、出生・死亡・
死産・婚姻・離婚の届出書に職業の記入をお願いしています。なお、死亡届には産業の記入もお願いしています。
　調査結果は、厚生労働省が実施している「人口動態調査」として、公衆衛生・労働衛生・社会福祉などの各
施策のための重要な基礎資料として活用されます。人口動態調査で使用される情報は統計法により、厳しく守
られておりますので、安心してご記入ください。

調 査 期 間　令和７年４月１日から
　　　　　　　　令和８年３月31日までの１年間
調査対象者　出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方
調 査 方 法　各届出書の届出時にそれぞれ職業を記入していただきます。

令和７年度に出生・死亡・死産・婚姻・離婚の
届出をされる方へのお願い

3
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狂犬病予防注射を受けましょう！

住 民 環 境 課 からのお知らせ　問  ☎33-4480

　犬の所有者は飼い犬をお住まいの市町村に登録することと、その飼い犬に年1回4月～ 6月中に狂犬病予防
注射を受けさせることが法律で義務付けられています。
　登録済みの犬の所有者には、狂犬病予防注射の案内はがきを送付します。事前にはがき裏面の問診表をご記
入のうえ、注射会場に必ずご持参ください。また、未登録の犬についても、注射会場にて登録の手続きと注射
を受けることができますので、手数料をご準備のうえ、お越しください。

手数料
 ・注射手数料…3,000円
　（注射済票交付手数料込み）
 ・登録手数料…3,000円（初回）

●はがきが届いた方へ
　犬の死亡や譲渡により、飼い主
ではなくなっている場合は、手続
きが必要ですので必ず住民環境課
までお知らせください。

●予防注射済票
　香川県獣医師会指定の動物病院
以外で注射を受けたときは、注射
時に発行される「狂犬病予防注射
済証」を持って、住民環境課で注
射済票の交付手続きを行ってくだ
さい。

 注射済票交付手数料…550円

お引っ越しをした方へ…飼い犬の住所も変更しましたか？
　犬の所有者は、狂犬病予防法に基づいて、お住まいの市町村に飼っている犬を登録し鑑札の交付を受ける義
務があります。引っ越しなどで犬の所在地や飼い主が変わった場合は、変更の届け出を行う必要がありますので、
犬の所有者は忘れずに手続きをお願いします。
　手続き方法などについては、住民環境課までお問い合わせください。

※猫については、市町村での登録や住所変更などの手続きは不要ですが、
　万一逃げ出したときのために、あらかじめ迷子札を着けるなどの対策を
　お願いします。

月　日 会　場 時　間

4月  5日（土）

堀江公民館  ９時00分～ ９時40分

北鴨公民館  ９時55分～10時35分

葛原八幡公民館 10時50分～11時30分

4月  6日（日）

多度津地区児童館  ９時00分～ ９時40分

ＪA豊原倉庫  ９時55分～10時35分

四箇幼稚園駐車場 10時50分～11時30分

4月12日（土）

見立集会場  ９時00分～ ９時40分

奥白方ぶどう集荷場  ９時55分～10時35分

町民健康センター 10時50分～11時30分

4月19日（土）

北鴨公民館  ９時00分～ ９時40分

葛原八幡公民館  ９時55分～10時35分

ＪA多度津支店 10時50分～11時30分

4月20日（日）

多度津地区児童館  ９時00分～ ９時40分

ＪA豊原倉庫  ９時55分～10時35分

四箇幼稚園駐車場 10時50分～11時30分

4月27日（日）

奥白方ぶどう集荷場  ９時00分～ ９時40分

町民健康センター  ９時55分～10時35分

ＪA多度津支店 10時50分～11時30分

令和７年度集合狂犬病予防注射日程
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申請書のダウンロードや
詳細についてはこちら

緑のカーテン育成講習会を開催します！

多度津町省エネ家電買換促進臨時補助金キャンペーン

住 民 環 境 課 からのお知らせ　問  ☎33-4480

　省エネ効果の高い家電製品への買換えを支援し、ご家庭のエネルギー消費の負担軽減とゼロカーボンシティ
の実現に向けて、購入費および設置工事費の一部を補助します。
　※本事業は、国の令和6年度「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を財源としています。
申請期間　５月１日（木）～ 12月26日（金）
　　　　　※期間内であっても、申請が予算枠（300万円）に達した時点で受付を終了します。
主な対象者等の条件
  ・多度津町に住民登録があり、町税等の滞納（世帯全員）がない方
  ・自らが居住する多度津町内の住宅に買換えのため設置すること
  ・申請は１世帯につき１回１台に限る（※ＬＥＤ照明器具のみ上限２台）
※令和6年度に申請された世帯も申請できます。
対象家電および補助内容

　夏を涼しく過ごしたい方、夏のエアコン代を抑えたい方、つる性の植物で日差しを
和らげる「緑のカーテン」を始めてみませんか。自宅だけではなく、職場でも出来る身
近な脱炭素の取組でもあります。
　参加者には、ゴーヤの苗等をプレゼントしますので、ぜひご参加ください。
日　　時　４月26日（土）10時～（1時間30分程度）　　
会　　場　地域交流センター　1階ルーム1
定　　員　30名　　料金　無料　　
申込期限　４月22日（火）まで
申込方法　参加者氏名・住所・電話番号を住民環境課まで
　　　　　電話・FAX・E-mail にてご連絡ください。
　　　　　 【住民環境課】　☎︎33-4480　　FAX 33-2550　
　　　　　　　　　　　　 メール  jyuukan@town.tadotsu.lg.jp

対象家電

エアコン 冷蔵庫 テレビ LED 照明器具

統一
省エネ
ラベル

省エネ基準
達成率 100％以上

省エネ性能
多段階評価点 ★３以上 ★４以上

補助上限額 ３万円
（町内購入４万円）

２万円
（町内購入３万円）

５千円
（町内購入１万円）

２台購入の場合は１万円
（町内購入２万円）

補助金の額 購入費用の50％（千円未満切り捨て）
※本体価格、工事費、消費税を含みます。（リサイクル券を除く）

申請方法　申請時に必要な書類を住民環境課窓口に提出してください。
【必要書類】
  □ 省エネ家電買換促進臨時補助金交付申請書（※昨年度と様式が異なります。）
  □ 買換え前の既存家電の設置状況が確認できる写真
  □ 購入する省エネ家電の見積書
※購入の手続きは、多度津町から交付決定通知書が届いてから進めてください。
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令和7年度後期高齢者医療保険料について 問 香川県後期高齢者医療広域連合
☎︎ 087-811-1866

◦賦課期日（4月1日）の世帯状況で判定しますが、年度途中で被保険者になられた方は、
　資格取得日が賦課期日になります。
◦65歳以上の方は、公的年金所得について最大15万円を控除します。

令和７年度の保険料率について
　後期高齢者医療制度の保険料は、全員が等しく負担する「均等割額」と、所
得に応じて決まる「所得割額」の合計額からなり、被保険者が個々に納めます。
　保険料率は、都道府県ごとに決定するため、県内すべての市町で同じです。
　令和７年度の保険料率は右記のとおりです。
保険料額の通知について
　個人ごとの保険料額は、７月中旬に送付する保険料額決定通知書でお知らせします。
賦課限度額について
　保険料の限度額は、80万円です。

【均等割額の軽減】
　世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額などの合計額で軽減割合を判定します。

【納付について】
①仮徴収（公的年金からの天引き）の対象の方

　令和７年４月の公的年金からの天引き額は、令和７年２月天引き分と同額となります。ただし、４月から
新たに天引きが始まる方（令和７年２月に天引きされていない方）につきましては、令和５年中の所得を基に
仮計算された保険料の１／６相当の額が天引きされます。４月、６月、８月年金から同額が天引きされ、令
和７年度の保険料額が確定後、10月以降の天引き分で残りの保険料額の調整が行われます。

②仮徴収の対象外の方
　令和７年７月から納付書または口座振替による納付が始まります。その後、公的年金からの天引きに移行
できる方については、10月から天引きが始まります。

※ 保険料の納付方法が公的年金からの天引きの方で、口座振替による納付に変更をご希望の方は、税務課まで
お申し出ください。なお、公的年金からの天引きから納付書による保険料の納付への変更はできません。

高齢者保険課からのお知らせ　問  ☎33-4488

！

　令和６年に支給される老齢基礎年金（満額）が80万円を超えることを踏まえ、老齢基礎年金満額受給者の
保険料負担に影響が出ないように、第１段階と第４段階の基準となる課税年金収入額等が80.9万円に改正さ
れました。
第１号被保険者の所得段階別介護保険料

対象者の所得要件（世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額） 軽減の割合

43万円 + 10万円×（※給与所得者等の数−1）以下 ７割

43万円 +（30.5万円×世帯の被保険者数）+（10万円×（※給与所得者等の数−1））以下 ５割

43万円 +（56万円×世帯の被保険者数）+（10万円×（※給与所得者等の数−1））以下 ２割

※一定の給与所得者と公的年金の支給を受けている方

令和7年度からの介護保険料所得段階基準の見直しについて

令和７年度の保険料率
区 分 令和７年度

均等割額 54,000 円
所得割率 10.41％

所得段階 対象となる人

第１段階
◦老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税
◦生活保護の受給者
◦世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額＋合計所得金額≦80万円 ➡ 80.9万円

第４段階 本人が町民税非課税で、同じ世帯に町民税課税者がいる方のうち、
課税年金収入額＋合計所得金額≦80万円 ➡ 80.9万円
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国民年金について

多度津町高齢者福祉タクシー事業について

高齢者保険課からのお知らせ　問  ☎33-4488

令和７年度の保険料は月額17,510円です。
　国民年金は、老齢基礎年金のほかに、一定の受給要件を満たせば障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
　国民年金の保険料は毎年度改定され、令和７年度は月額17,510円となります。
　毎月の保険料は、日本年金機構から毎年４月上旬に送られてくる１年分の「納付書」
によって翌月の末日までに納めていただきます。
　また、納付書による納付の窓口は、金融機関（ゆうちょ銀行を含む）、コンビニ等と
なりますが、その他にも、口座振替やクレジットカード納付をすることもできます。

  ※当初の一週間（特に午前中）は混雑しますので、お急ぎでない方は、時期をずらしてお越しください。
利用券の使用方法について
① タクシー料金に対し、500円ごとに1枚の利用券を使用できます。
② タクシー料金を超える利用券の使用はできません。不足する料金は利用者の負担となります。
③  利用券と一緒にお渡しする【利用者シール】を全ての利用券に貼り付けてご使用ください。
④ タクシーの使用目的は買い物、通院など制限はありません。
⑤  利用券は、対象者本人が乗車する時のみ使用できます。本人と一緒にご家族や友人等が乗る場合も使用でき

ますので、ぜひ乗り合わせの際にもご利用ください。
⑥  利用券を使用できるタクシー会社は指定されています。利用券の表紙裏に記載してありますのでご覧ください。

実施日 交付場所 時間
4月1日（火）～4月11日（金） ※土日祝を除く 地域交流センター1階ルーム1 9時～16時
4月14日（月）～令和8年3月31日（火） ※土日祝を除く 高齢者保険課　3番窓口 8時30分～17時15分
高見・佐柳地区の方は、4月1日（火）から高見・佐柳出張所において配布します。

問 善通寺年金事務所　☎︎62-1662

　高齢者の交通手段の確保と経済的負担の軽減を図るため、福祉タクシー利用券を交付します。
対　　象　令和７年４月１日時点で、多度津町に住所を有する75歳以上の方
交付枚数　1人につき500円券を年間20枚（年額10,000円）
利用券の交付について　3月下旬に対象者へ申請書類を発送しています。
※ 利用券の送付はいたしません。申請書に必要事項を記入・押印の上、本人または
　ご家族等の代理の方が直接お越しください。
　申請書の委任欄への記入・押印もれにご注意ください。
交付日時・場所

　県民の皆様に、楽しみながら継続的に健康づくりを実践していただくため、
マイチャレかがわ！を今年度も実施します。　
マイチャレかがわ！とは？
　マイチャレ＝毎日続ける私の健康づくりの目標のこと。
　ウォーキングや朝ごはんを食べるなどの「マイチャレ（目標）」達成、健康診
断の受診や社会参加に健康ポイントを付与します。一定のポイントをためる
と、「マイチャレカード（特典カード）」がもらえ、これをサービス協力店で提
示すると特典を受けられます。また、賞品が当たるごほうび抽選にも参加す
ることができます。
　さあ、あなたも理想のカラダとごほうびを目指して、レッツ・マイチャレ！
対 象 者　小学生以上の県民の方
実施期間　2025年4月1日（火）～ 2026年3月31日（火）
　　　　　（ごほうび抽選は2026年3月1日（日）まで）

マイチャレかがわ！が再スタートします！

桜子ばぁちゃん  一太郎じぃちゃん

記録シートが必要な方は
役場高齢者保険課の窓口
にお越しください。

スマートフォンをお持ちの方
は、アプリで参加することも
できます。
ご自身の健康づくりのために
ぜひ参加しましょう！
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ねこ通 Vol.90

町ホームページ

産 　 業 　 課 からのお知らせ　問  ☎33-1113

農地の賃借料水準について
　令和６年中に締結（公告）された農地の貸借の合計は264筆で、その内賃貸借権（有償）によるものが13筆（約
５％）、使用貸借権（無償）によるものが251筆（約95％）でした。
　なお、この賃借料水準（10a 当たり）は届出から算出したものであるため、賃借料については貸し手・借り
手でよく話し合って決めてください。
多度津町全域の田・畑

▽賃貸借権（有償） ＝ 13筆　　　　▽平均額 ＝ 5,200円 （100円未満四捨五入）
▽最高額 ＝ 6,500円　　　　　　　▽最低額 ＝ 4,300円　　　　　　　
※使用貸借権（無償）＝251筆
※相続等により農地の権利を取得した時は、概ね10か月以内に農業委員会への届出が必要です。

「住まいの耐震化」参加無料相談会を開催

町政について町長と直接お話しできます！

消防団員募集中

　令和６年1月に能登半島地震が発生し、住宅倒壊による甚大な被害が確認されており、今後30年間の間に
南海トラフ地震が発生する確率は、令和７年1月に70 ～ 80％から80％程度に引き上げられました。
　そこで、耐震化に詳しい建築士の方に多度津町役場にお越しいただき、『住宅の耐震化』について、みなさ
まの疑問事項にお答えします。
　また、補助金制度については、多度津町職員よりご説明させていただきます。
　事前予約制のため、多度津町建設課までご連絡ください。
対 象　昭和56年５月以前に建てられた住宅（借家を含む）にお住まいの方
日 時　５月9日（金）９時30分～ 16時　　場 所　多度津町役場２階 202会議室
料 金　無料　　　申込期間　４月１日（火）～４月30日（水）

　要件を満たす地域やグループの集まりの場に町長が直接お伺いし、町政に関する下記のい
ずれかのテーマについて、意見交換を行う「令和７年度 町長との対話集会」の受付を行います。
　次の内容をご確認のうえ、お申込みください。積極的なご応募をお待ちしております。
テ ー マ　①健康・福祉　 ②生活環境・安全安心　 ③教育・生涯学習　
　　　　　④産業・経済　 ⑤観光・文化芸術　　　 ⑥移住安定・交流
対　　象　町内に居住、通勤または通学する５人～10人以下の団体・グループ　　募集数　４団体程度
申込方法　申込書を郵送・FAX・メールか、直接町長公室窓口までご提出ください。
　年間を通じて受付しています。申込書・開催要領は、町長公室窓口にあります。
　町ホームページからもダウンロードできます。詳細については、町ホームページをご覧ください。　

　現在、多度津町では消防団員を募集しています。少子高齢化や自然災害の頻発等、複雑化する社会情勢に対
してあなたの力を役立てていただけませんか？
　消防団員は、消防職員と違い、普段は様々な仕事をしながら、地域を守るため活動する特別職の非常勤地方
公務員です。
　災害が発生したときには、消防署と協力して消火・救助活動をしたり、地震や台風の時に
は住民の避難誘導や水防活動をしたりして地域全体を災害から守っています。専門的な知識
や技術は入団してから訓練や講習会等で習得できる環境が整っています。消防団員は男性に
限らず女性や大学生の入団も可能ですので興味ある方は消防本部までご連絡ください。
　ぜひ私たちと一緒に多度津町の防災を担う一員として活動しましょう。
消防団へ入団するには、次の方が対象となります。
　◦18歳以上の方（学生・女性可）　◦町内に在住もしくは町内に勤務地のある方

建 　 設 　 課 からのお知らせ　問  ☎33-1112

町 長 公 室からのお知らせ　問  ☎33-1115

消 防 本 部からのお知らせ　問  ☎33-0119

問 多度津町農業委員会（産業課内）　☎︎33-1113

2025.4　広報たどつ 10



ねこ通 Vol.90

まねきねこ課
Instagram

　まねきねこ課課長の鈴木です！
　2024年度もまねきねこ課の活動を応援してくだ
さいまして、誠にありがとうございました！
　2024年度は「駅前夜市」を開催したり、ＳＮＳで
もショート動画を使ったプロモーションに注力し
たり、新たな取り組みにチャレンジした年でした。
　おかげさまで、駅前夜市もたくさんのお客様

にご来場いただきましたし、ショート動画でも10万再生を記録し、
一定の効果を出せたのではないかと思っております。
　今年度も、多度津を内外へＰＲする活動を継続して参りますが、
既存事業もブラッシュアップして、まねきねこ課の活動を進化させ
ていきたいと考えております。
　みなさまのアイデアもお待ちしておりますので、ＳＮＳやホーム
ページよりご提案いただけます
とありがたいです。
　タウンプロモーションの成功
には町民の皆様のご協力が不可
欠です。
　今年度も何卒よろしくお願い
申し上げます。
  問 多度津町まねきねこ課事務局　 ☎︎ 33-1116　 メール tadotsu.manekineko@gmail.com
タウンプロモーションのホームページやSNSでもまねきねこ課が多度津の魅力を発信中！ 多度津町まねきねこ課 検 索

問 生涯学習課  ☎︎33-0700 

〔合田邸〕の緊急保全事業について、お知らせします！
　〔合田邸〕こと、町指定有形文化財「旧合田家住宅（島屋）」では、令和５年度
以降、企業版ふるさと納税やガバメントクラウドファンディング等でいた
だいた寄附金を原資として、緊急保全事業を実施しています。
　令和６年度は、昭和２年（1927）に建てられた「離れ」の解体保全工事を行
いました。この［解体］とは、一般にイメージされる［取り壊し］とは異なり、
文化財的な手法により調査をしながら解体するもので、国宝「法隆寺金堂」
や国宝「姫路城大天守」などでも行われた［解体修理］と呼ばれる手法に近
いものです。部材に番付をした上で取り外しながら、専門的な調査を行って
様々な記録を取ることで、文化財的価値を損なうことなく解体し、取り外した部材も大事に保管することで、
将来的な復原修理につなげることができます。今回の調査には、東京大学や香川大学の学識経験者の方々にも
関わっていただいており、昭和初期に耐震性能の向上を意図した構造がとられていることが判明するなど、建
築史学上の貴重な発見もあ
りました。
　今後は、これまでの調査
成果の整理、取り外した部
材の詳細確認、関係する文
字資料の調査等を行い、『調
査報告書』を刊行すること
を検討しています。町民の
皆さまやご寄附をいただい
た方々へ調査成果を広く還
元してまいりたいと思いま
す。
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ま ちかど
ズーム

ひな祭り茶会 【豊原幼稚園】

仲善教育会多度津支部から各小学校へ記念品の贈呈

避難訓練をしました 【多聞院保育所】

高規格救急自動車の納車及び
資機材の納入について

　０歳児から５歳児までが火災時における避難訓
練に参加しました。 「火事を見つけたら大人に
知らせる」「119番に知らせる」と消防士さんに
教えていただきました。また、消火器の使い方
を職員が体験する様子や消防車・救急車も見学
しました。

　仲善教育会多度津支部の会員の皆様から、中学校
進学へのお祝いの気持ちを込めて、町内の小学校６
年生に記念品が贈呈されました。
　白方小学校では、６年生の児童代表が記念品を受
け取りました。

　今年度予算で製作していました高規格救急自動
車が令和７年２月20日香川トヨタ自動車（株）と
きめっく丸亀店から納車されました。また、車両の
更新に併せ、積載資機材を最新の救急資機材に更
新し、今後の救急活動に活用していきます。
　〇救急自動車　契約金額 ￥20,900,000-
　〇救急資機材　契約金額　　 ￥9,295,000-
　　　　　　　　契約業者 ㈱日協堂医療器

　2月14日（金）、卒園を控えた「あお組」の園児達
が保護者やお世話になった方々を招待し、感謝の
気持ちを込めてお茶と和菓子でおもてなしをする

「ひな祭り茶会」が、豊原幼稚園にて行われました。
　遊戯室には園児達が生けたお花や製作したお雛
様が飾られ、どの子も真剣な表情と慎重な足取り
で和菓子とお茶をお客様のもとへ運びました。園
児達はお客様とともに、和やかなひと時を過ごし
ました。
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「多度津町自分ごと化会議」より提案書が提出されました！！

令和６年度 中讃地域で脱炭素に取り組む事業者を表彰しました

令和６年度 自衛隊入隊予定者激励会

　令和６年７月から10月にかけ、「地域交通」をテー
マとして全４回開催いたしました「多度津町自分ごと
化会議」より、令和７年２月６日（木）に提案書が提出
されました。
　今後、提出していただいた提案書を基に、地域交通
の導入に向けた具体的な事業を検討してまいります。
　提案書の詳細等については、下記二次元コードより
ご確認ください。 

　令和７年２月10日に丸亀市市民交流活動センターで、脱炭素社会の実現に向けて優れた取組を行う瀬
戸内中讃定住自立圏※内の中小企業等に対して表彰を行い、受賞者には県産の桜材を活用した木製盾が
贈与されました。
　多度津町からは「株式会社オザキ」「東洋テックス株式会社　多度津工場」の２社が受賞しました。
　また、同圏２市３町と「地域の活性化を目的とした連携協定」を締結している高松信用金庫と連携し、
中讃地区の事業者を対象としたセミナーを同日開催しました。
　多度津町では、今後も事業者の皆さんとともに脱炭素の取組を推進していきます。
　※丸亀市・善通寺市・琴平町・多度津町・まんのう町 

　令和７年２月21日（金）、多度津町役場において、
自衛隊入隊予定者激励会が行われました。
　町内在住で入隊予定者の秋山さんは、自衛隊香
川地方協力本部長や自衛隊家族会丸亀・多度津地
区副地区長、町長から激励の言葉を受け、入隊を
迎えての今の気持ちや今後の抱負などを語ってく
れました。

  受賞者５団体（50音順）
◦株式会社ウチダ
　 「CO₂排出量の見える化と環境配慮型商品の開発」
◦株式会社オザキ
　 「音楽イベントと連携した衣類循環の取組」
◦社会福祉法人　光志福祉会
　 「施設の脱炭素化および環境保全活動」
◦東洋テックス株式会社　多度津工場
　 「設備改修・運用改善による工場の省エネ化」
◦ライフデザイン・カバヤ株式会社
　 「ＣＬＴ木材の普及と啓発」 詳細はこちらより

ご確認ください▶
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INFORMATION

おしらせ
I N F O R M A T I O N

旧優生保護法補償金等受付・相談窓口（県子ども家庭課内）　☎087-832-3900問

成年後見制度・遺言書等無料相談会について

日　程 時　間 場所・備考
令和７年４月18日（金）

５月16日（金）
６月20日（金）
７月18日（金）
８月15日（金）
９月19日（金）
10月17日（金）
11月21日（金）
12月19日（金）

令和８年１月16日（金）
      ２月20日（金）
       ３月13日（金）

※第3金曜日祝日のため変更

13～15時

町健康センター２階　
（多度津町西港町127番地１）
　TEL  ３２‒８５０１　　　　
　FAX  ３２‒８５１６
●予約優先
●相談時間は、１人40分
●相談の秘密は厳守します。

毎月
第３金曜日
開催！

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に、
　補償金：本人 1500万円、配偶者 500万円　
　優生手術等一時金：320万円　
　人工妊娠中絶一時金：200万円　がそれぞれ支給されます。

令和12年１月16日（水）まで

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に補償金等が支給されます

補助金：旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人およびその配偶者
　　　　（死亡している場合はその遺族（配偶者、子、父、母、孫、祖父母、兄弟姉妹、

曽孫又は甥姪））。
一時金：旧優生保護法に基づく優生手術、人工中絶等を受けた本人で、生存している方。

申請期限

対 象 者

申込みは成年後見支援センターたどつ ☎０８７７-３２-８５０１ まで

4月10日（木）は交通事故死ゼロを目指す日

　令和7年4月6日（日）から15日（火）の間「令和
7年春の全国交通安全運動」を実施します
　新学期、新生活の始まりは何かとあわただし
い時期です。一人ひとりが交通ルールを守り、
「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って交通
マナーを守りましょう。

多度津町交通安全対策協議会
(総務課内)　☎33-1110

問令和７年 　の全国交通安全運動が始まります
～ 歩行者優先  守るけん  かがわ県 ～

交通事故を無くすためには…
❶ こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交
通環境の確保と正しい横断方法の実践

❷ 歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシート
ベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進

❸ 自転車・特定小型原動機付自転車利用時の
　 ヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底
❹ 飲酒運転の根絶

春

※毎月広報の無料相談の欄に
　日程を掲載しています。

　成年後見制度の内容や手続きの方法、後見人ができることなど実際に従事している専門職に聞くことが
できます。弁護士・司法書士が担当の月は遺言書についての相談も可能です。（職種は月替わりです）
　どうぞ、お気軽にご相談ください。
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※
要
予
約
・
先
着
順

料 

3
枚
ま
で
無
料

他 【
持
ち
物
】牛
乳
パ
ッ
ク

　

 （
1
ℓ
サ
イ
ズ
2
個
）

申   

4
月
1
日（
火
）9
時
30
分
よ

り
受
付
開
始

　

 

一
人
一
講
座
ま
で

他   

詳
し
く
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問 

ク
リ
ン
ト
ピ
ア
丸
亀

☎
５
６ｰ

１
１
４
４

■ 

香
川
県
立
高
等
技
術
学
校

か
ら
の
お
知
ら
せ

●
Ｊｗ-

ｃａ
ｄ
講
習

　
（
図
面
作
成
編
）

内   
Ｊｗ-

ｃ
ａ
ｄ
の
基
本
的
な
操

作
の
知
識
が
あ
る
方
を
対
象

と
し
た
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に

図
面
を
描
く
た
め
の
操
作
方

法
や
図
面
の
描
き
方

時 

6
月
17
日（
火
）～
26
日（
木
）

　

 （
火
、
木
曜
日
の
み
）4
日
間

　

 

18
時
～
21
時

所   

香
川
県
立
高
等
技
術
学
校

　

 

丸
亀
校

対   

在
職
者
で
Ｊｗ-

ｃ
ａ
ｄ
の
基

本
的
な
操
作
が
で
き
る
方

定 

15
名

料 

２
，０
０
０
円

　

 （
テ
キ
ス
ト
代
含
む
）

申 

4
月
15
日（
火
）～

6
月
2
日（
月
）ま
で

問 

香
川
県
立
高
等
技
術
学
校

　

 

丸
亀
校
総
務
課

☎
２
２ｰ

２
６
３
３

Ｆ
Ａ
Ｘ 

２
４ｰ

７
９
９
０

■ 

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
香
川

か
ら
の
お
知
ら
せ

●
離
職
者
訓
練（
公
共
職
業
訓
練
）

　
令
和
7
年
6
月
生
募
集

内 

も
の
づ
く
り
溶
接
加
工
科

時 

6
月
3
日（
火
）～11

月
28
日（
金
）

　

 

9
時
～
15
時
10
分

所   

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
香
川

料   

テ
キ
ス
ト
代
・
作
業
着
代
は

実
費

申   

4
月
1
日（
火
）～
4
月
30
日

（
水
）ま
で
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

職
業
相
談
窓
口
に
申
込
み

問 

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
香
川　

　

 

訓
練
課

☎
０
８
７ｰ

８
６
７ｰ

６
７
１
６
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I N F O R M A T I O N

旧優生保護法補償金等受付・相談窓口（県子ども家庭課内）　☎087-832-3900問

成年後見制度・遺言書等無料相談会について

日　程 時　間 場所・備考
令和７年４月18日（金）

５月16日（金）
６月20日（金）
７月18日（金）
８月15日（金）
９月19日（金）
10月17日（金）
11月21日（金）
12月19日（金）

令和８年１月16日（金）
      ２月20日（金）
       ３月13日（金）

※第3金曜日祝日のため変更

13～15時

町健康センター２階　
（多度津町西港町127番地１）
　TEL  ３２‒８５０１　　　　
　FAX  ３２‒８５１６
●予約優先
●相談時間は、１人40分
●相談の秘密は厳守します。

毎月
第３金曜日
開催！

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に、
　補償金：本人 1500万円、配偶者 500万円　
　優生手術等一時金：320万円　
　人工妊娠中絶一時金：200万円　がそれぞれ支給されます。

令和12年１月16日（水）まで

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に補償金等が支給されます

補助金：旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人およびその配偶者
　　　　（死亡している場合はその遺族（配偶者、子、父、母、孫、祖父母、兄弟姉妹、

曽孫又は甥姪））。
一時金：旧優生保護法に基づく優生手術、人工中絶等を受けた本人で、生存している方。

申請期限

対 象 者

申込みは成年後見支援センターたどつ ☎０８７７-３２-８５０１ まで

4月10日（木）は交通事故死ゼロを目指す日

　令和7年4月6日（日）から15日（火）の間「令和
7年春の全国交通安全運動」を実施します
　新学期、新生活の始まりは何かとあわただし
い時期です。一人ひとりが交通ルールを守り、
「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って交通
マナーを守りましょう。

多度津町交通安全対策協議会
(総務課内)　☎33-1110

問令和７年 　の全国交通安全運動が始まります
～ 歩行者優先  守るけん  かがわ県 ～

交通事故を無くすためには…
❶ こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交
通環境の確保と正しい横断方法の実践

❷ 歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシート
ベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進

❸ 自転車・特定小型原動機付自転車利用時の
　 ヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底
❹ 飲酒運転の根絶

春

※毎月広報の無料相談の欄に
　日程を掲載しています。

　成年後見制度の内容や手続きの方法、後見人ができることなど実際に従事している専門職に聞くことが
できます。弁護士・司法書士が担当の月は遺言書についての相談も可能です。（職種は月替わりです）
　どうぞ、お気軽にご相談ください。

広報たどつ　No.80915



INFORMATION

おしらせ
I N F O R M A T I O N

多度津町社協ホームページ

月１回　金曜日 10時～11時
町民健康センター２階　多目的ホール
多度津町地域包括支援センター  ☎３３-１１３８　 申 込 み

場 所
日 時

たどっくカフェとは・・・

認知症は誰もがなる可能性がある病気です。
認知症のことを正しく理解し、どのように対応すればよいか学ぶ講座です。
あなたの周りから認知症になっても安心して暮らせるまちにしませんか？

対象者
場　所

日　時

申込締切日

申込み・お問い合わせ先

講　師

認知症を正しく知って支えよう！ 

４月26日（土） 13時30分～15時　　
多度津町にお住まいの方　
町民健康センター2階 多目的ホール　　　　
地域包括支援センター職員
    ４月21日（月）

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

　クリントピア丸亀では、特別持込日（下記の土曜日、祝日）に、可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみの受
入れをします。　※事業ごみは、可燃ごみ・可燃性粗大ごみだけです。

クリントピア丸亀への「特別持込日」のお知らせ

●町で収集できないものは持ち込みできません。
  （ごみ収集計画表にてご確認ください。）
●特別持込日に限って搬入許可証は不要です。
※2ｔ車以上で持ち込む際には、事前にリサイクルプラザで搬
入許可証の交付を受けてください。

●家庭系の可燃ごみ・不燃ごみは分別して多度津町指定ごみ袋
に入れて持ち込んでください。

●木または剪定ごみは直径10cm以下、長さ50cm以下にして、
両端をヒモ等で縛るか、透明または半透明の袋に入れて持ち
込んでください。

●事業ごみの可燃は、必ず分別して透明な袋に入れてください。
●車両への積載要領は、荷台の奥から粗大・不燃・可燃の順で分
別して積載してください。

●住所が確認出来るもの（免許証、保険証等）をご持参ください。
※本人以外が持ち込む場合は、委任状が必要となります。

●場内では事故防止のため、必ず係員の指示に従い、自分でごみ
を降ろしてください。

　　　　　  13時～16時
●令和7年
　  4月26日（土）
　  5月17日（土）
　  6月14日（土）
　  7月21日（月）　　　　　 
　  8月11日（月）
　  9月15日（月）
　10月13日（月）
　11月24日（月）
　12月13日（土）

・家庭系粗大ごみ…10㎏あたり100円
・事業ごみ（可燃・可燃性粗大ごみのみ）
　　　　　　　  …10㎏あたり200円

リサイクルプラザ ☎33－4425問

持込時間 注意事項

料 金

●令和8年
 1月12日（月）
 2月23日（月）
 3月20日（金）

可燃ゴミ

不燃ゴミ

認知症の人や家族だけでなく、認知症に関心のある方ならどなたでも参加できる交流の場です。
ゆっくりお茶を飲みながらおしゃべりをしたり、専門職に気軽に相談することもできます。

多度津町民な
ら

だれでも参加
ＯＫ

参加費無料

多度津町地域包括支援センター  ☎３３-１１３８
多度津町西港町127‒１ 町民健康センター１階

4月4日

10月3日

5月2日

11月14日

8月1日

2月6日

9月5日

3月6日

6月6日

12月5日

7月4日
令和8年1月9日

総務課　☎33－1110問

多度津町観光協会事務局　☎33－1116問

　地震や津波、武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬
時警報システム（Ｊアラート）を活用した防災行政無
線による訓練放送を以下の日程で実施します。
※下線部は、全国一斉試験日で、それぞれ予備日が設
けられています。 （6/25・9/10・12/3・2/20）

・上記以外に緊急地震速報訓練があります。(年２回程度)
・諸事情により、日程の変更や、気象・地震活動等の状況に
よっては、中止する場合があります。

放
送
日
程

放
送
内
容

「これは、
Jアラートの
テストです。」
　×3回

令和７年度 
Jアラート訓練放送について
令和７年度 
Jアラート訓練放送について

令和7年　　   　　　
  4月23日(水) 14時
  5月28日(水) 11時
  6月18日(水) 14時
  7月23日(水) 14時
  8月20日(水) 11時
  9月24日(水) 14時
10月22日(水) 14時
11月12日(水) 11時
12月24日(水) 14時

令和8年　　   　　　
  1月21日(水) 14時
  2月6日(金) 11時
 3月25日(水) 14時

ウルトラうどんマラニック2025中讃スペシャルウルトラうどんマラニック2025中讃スペシャル 開催開催！！
エイドステーションが実店のうどん屋さんの、異色のウルトラマラソン！
ランナーは中讃地域３市５町の海・山・田園風景や観光スポットを眺めながら、
2日間で100Kmのコースを走ります
日 時
場 所

日 時
場 所

令和7年4月5日（土）、6日（日） 8時30分から順次スタート ＊雨天決行
丸亀城大手門（スタート）➡丸亀城内芝生広場（ゴール）

ステージイベント及びマルシェもあるよ!ステージイベント及びマルシェもあるよ!
3市5町の伝統芸能の披露や、観客参加企画で会場を盛り上げます。
また、グルメブースでは、中讃地域の地元グルメが楽しめる、各市町名店の出店がありますのでお楽しみに。
ステージイベント

令和7年4月5日（土） 10時から16時まで（予定） ＊雨天決行
丸亀市立資料館前広場  ※マルシェのみ６日（日）も同時間で開催

県立桃陵公園県立桃陵公園
桜の開花に合わせ、県立桃陵公園にて、
「桜のライトアップ」を下記の日時で実施します。
普段は見ることのできない、幻想的な夜桜をお楽しみください。

「桜ライトアップ」「桜ライトアップ」

４月３日（木）～４月５日（土）３日間
日没～午後９時
※開花状況により期間は変更する場合があります。
　変更した場合、観光協会ＨＰでお知らせいたします。

時 間
期 間

2025.4　広報たどつ 16



I N F O R M A T I O N

多度津町社協ホームページ

月１回　金曜日 10時～11時
町民健康センター２階　多目的ホール
多度津町地域包括支援センター  ☎３３-１１３８　 申 込 み

場 所
日 時

たどっくカフェとは・・・

認知症は誰もがなる可能性がある病気です。
認知症のことを正しく理解し、どのように対応すればよいか学ぶ講座です。
あなたの周りから認知症になっても安心して暮らせるまちにしませんか？

対象者
場　所

日　時

申込締切日

申込み・お問い合わせ先

講　師

認知症を正しく知って支えよう！ 

４月26日（土） 13時30分～15時　　
多度津町にお住まいの方　
町民健康センター2階 多目的ホール　　　　
地域包括支援センター職員
    ４月21日（月）

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

　クリントピア丸亀では、特別持込日（下記の土曜日、祝日）に、可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみの受
入れをします。　※事業ごみは、可燃ごみ・可燃性粗大ごみだけです。

クリントピア丸亀への「特別持込日」のお知らせ

●町で収集できないものは持ち込みできません。
  （ごみ収集計画表にてご確認ください。）
●特別持込日に限って搬入許可証は不要です。
※2ｔ車以上で持ち込む際には、事前にリサイクルプラザで搬
入許可証の交付を受けてください。

●家庭系の可燃ごみ・不燃ごみは分別して多度津町指定ごみ袋
に入れて持ち込んでください。

●木または剪定ごみは直径10cm以下、長さ50cm以下にして、
両端をヒモ等で縛るか、透明または半透明の袋に入れて持ち
込んでください。

●事業ごみの可燃は、必ず分別して透明な袋に入れてください。
●車両への積載要領は、荷台の奥から粗大・不燃・可燃の順で分
別して積載してください。

●住所が確認出来るもの（免許証、保険証等）をご持参ください。
※本人以外が持ち込む場合は、委任状が必要となります。

●場内では事故防止のため、必ず係員の指示に従い、自分でごみ
を降ろしてください。

　　　　　  13時～16時
●令和7年
　  4月26日（土）
　  5月17日（土）
　  6月14日（土）
　  7月21日（月）　　　　　 
　  8月11日（月）
　  9月15日（月）
　10月13日（月）
　11月24日（月）
　12月13日（土）

・家庭系粗大ごみ…10㎏あたり100円
・事業ごみ（可燃・可燃性粗大ごみのみ）
　　　　　　　  …10㎏あたり200円

リサイクルプラザ ☎33－4425問

持込時間 注意事項

料 金

●令和8年
 1月12日（月）
 2月23日（月）
 3月20日（金）

可燃ゴミ

不燃ゴミ

認知症の人や家族だけでなく、認知症に関心のある方ならどなたでも参加できる交流の場です。
ゆっくりお茶を飲みながらおしゃべりをしたり、専門職に気軽に相談することもできます。

多度津町民な
ら

だれでも参加
ＯＫ

参加費無料

多度津町地域包括支援センター  ☎３３-１１３８
多度津町西港町127‒１ 町民健康センター１階

4月4日

10月3日

5月2日

11月14日

8月1日

2月6日

9月5日

3月6日

6月6日

12月5日

7月4日
令和8年1月9日

総務課　☎33－1110問

多度津町観光協会事務局　☎33－1116問

　地震や津波、武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬
時警報システム（Ｊアラート）を活用した防災行政無
線による訓練放送を以下の日程で実施します。
※下線部は、全国一斉試験日で、それぞれ予備日が設
けられています。 （6/25・9/10・12/3・2/20）

・上記以外に緊急地震速報訓練があります。(年２回程度)
・諸事情により、日程の変更や、気象・地震活動等の状況に
よっては、中止する場合があります。

放
送
日
程

放
送
内
容

「これは、
Jアラートの
テストです。」
　×3回

令和７年度 
Jアラート訓練放送について
令和７年度 
Jアラート訓練放送について

令和7年　　   　　　
  4月23日(水) 14時
  5月28日(水) 11時
  6月18日(水) 14時
  7月23日(水) 14時
  8月20日(水) 11時
  9月24日(水) 14時
10月22日(水) 14時
11月12日(水) 11時
12月24日(水) 14時

令和8年　　   　　　
  1月21日(水) 14時
  2月6日(金) 11時
 3月25日(水) 14時

ウルトラうどんマラニック2025中讃スペシャルウルトラうどんマラニック2025中讃スペシャル 開催開催！！
エイドステーションが実店のうどん屋さんの、異色のウルトラマラソン！
ランナーは中讃地域３市５町の海・山・田園風景や観光スポットを眺めながら、
2日間で100Kmのコースを走ります
日 時
場 所

日 時
場 所

令和7年4月5日（土）、6日（日） 8時30分から順次スタート ＊雨天決行
丸亀城大手門（スタート）➡丸亀城内芝生広場（ゴール）

ステージイベント及びマルシェもあるよ!ステージイベント及びマルシェもあるよ!
3市5町の伝統芸能の披露や、観客参加企画で会場を盛り上げます。
また、グルメブースでは、中讃地域の地元グルメが楽しめる、各市町名店の出店がありますのでお楽しみに。
ステージイベント

令和7年4月5日（土） 10時から16時まで（予定） ＊雨天決行
丸亀市立資料館前広場  ※マルシェのみ６日（日）も同時間で開催

県立桃陵公園県立桃陵公園
桜の開花に合わせ、県立桃陵公園にて、
「桜のライトアップ」を下記の日時で実施します。
普段は見ることのできない、幻想的な夜桜をお楽しみください。

「桜ライトアップ」「桜ライトアップ」

４月３日（木）～４月５日（土）３日間
日没～午後９時
※開花状況により期間は変更する場合があります。
　変更した場合、観光協会ＨＰでお知らせいたします。

時 間
期 間

戸籍だより【２月届出分・敬称略】

 ※ ご家族やご遺族の了解を得ている方のみを掲載しています。
　 また、個人情報を他の目的などで利用することを禁じます。

おめでた

桜 川 大西　　凛
りん

女 庄 西岡日
ひ な こ

奈子 女

　おくやみ

北 鴨 渡邉　文雄 75 山 階 髙嶋　一男 92

栄 町 平井　義幸 73 葛 原 水澤キクノ 104

青 木 土居　秋見 85 葛 原 水澤　幸子 96

日の出町 森口　幹男 89 西 浜 田中　文子 86

西白方 洲賀崎雅一 61 東白方 池上美智子 70

北 鴨 塩入　秀樹 71 山 階 松岡　澄子 97

●交通事故（２月） ※多度津町内
　 ・人身事故　（２件）　　・死亡事故　（０件）　
　 ・負傷者数　（４人）　　・死 者 数　（０人）

●特殊詐欺被害（１月）
　 ・件数　（３件）　  ・被害額　（約1,918万円）
　 ※丸亀署管内（丸亀市、善通寺市、多度津町）
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図書館 りだよ図書館 りだよ 明徳会図書館　☎32-3246問

新着図書のご案内

内
内 

容　
時
日 

時　
所
場 

所

対
対 

象　
定
定 

員　
料
料 

金

申
申
込
み　
他
そ
の
他　
問
問
合
せ

文
化
教
養

■
サ
ク
ラ
ー
ト
た
ど
つ
か
ら

　
お
知
ら
せ

● 

令
和
7
年
度「
サ
ク
ラ
ー
ト
た

ど
つ
鑑
賞
友
の
会
」会
員
募
集

に
つ
い
て

内   

令
和
7
年
度
サ
ク
ラ
ー
ト
た

ど
つ
鑑
賞
友
の
会
会
員
募
集

を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
令
和

6
年
度
会
員
様
に
は
既
に
案

内
文
が
お
手
元
に
届
い
て
い

る
と
思
い
ま
す
の
で
、「
入
会

手
続
き
」に
記
載
の
方
法
で
お

申
込
み
く
だ
さ
い
。
ま
た
新

た
に
入
会
を
希
望
さ
れ
る
方

は
サ
ク
ラ
ー
ト
た
ど
つ
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

料   

年
会
費　

令
和
6
年
度
よ
り

継
続
の
方
８
０
０
円
／
新
規

の
方
１
，０
０
０
円

　

 

※ 

以
前
会
員
で
あ
っ
た
方
で

も
令
和
6
年
度
未
加
入
の

場
合
は
新
規
扱
い
と
な
り

ま
す
。

● 

令
和
7
年
度「
サ
ク
ラ
ー
ト
た

ど
つ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」募
集
に

つ
い
て

内   

令
和
7
年
度
サ
ク
ラ
ー
ト
た

ど
つ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募

集
し
て
お
り
ま
す
。

　

 

・
花
壇
の
花
植
え
／
手
入
れ

　

 

・ 

自
主
事
業
で
の
チ
ケ
ッ
ト
も

ぎ
り
／
ア
ン
ケ
ー
ト
配
布

　

 

・ 

自
主
事
業
で
の
駐
車
場
警

備
／
客
席
監
視

　

 

・ 

自
主
事
業
で
の
グ
ッ
ズ
販
売

な
ど
サ
ク
ラ
ー
ト
た
ど
つ
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
な
っ
て一緒

に
多
度
津
を
盛
り
上
げ
て
い

き
ま
せ
ん
か
！
ご
応
募
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。

● 

サ
ク
ラ
ー
ト
た
ど
つ

　
Jr.
コ
ー
ラ
ス
の
団
員
募
集

内   「
サ
ク
ラ
ー
ト
た
ど
つ
Jr.
コ
ー

ラ
ス
」は
毎
週
木
曜
の
放
課
後

に
活
動
し
て
い
ま
す
が
、も
っ

と
た
く
さ
ん
の
メ
ン
バ
ー
で

合
唱
す
れ
ば
、
も
っ
と
も
っ

と
楽
し
く
な
り
ま
す
。
練
習

前
に
は
み
ん
な
で
話
を
し
た

り
和
気
あ
い
あ
い
の
雰
囲
気

で
す
。
練
習
も
た
だ
歌
う
だ

け
で
な
く
、
声
を
出
す
た
め

の
腹
筋
や
背
筋
を
鍛
え
た
り

と
本
格
的
で
す
。
新
年
度
に

小
学
１
年
生
か
ら
中
学
３
年

生
に
な
る
み
な
さ
ん
。
友
達

も
誘
っ
て
お
申
込
み
く
だ
さ

い
。
見
学
も
大
歓
迎
で
す
。

　

 

指
導
者　

　
　
宮
武
悦
子
氏（
指
揮
）

　
　
長
田
順
子
氏（
ピ
ア
ノ
）

時 

毎
週
木
曜
日

　

 

16
時
30
分
～
18
時

所   

サ
ク
ラ
ー
ト
た
ど
つ

　

 

リ
ハ
ー
サ
ル
室

対 

小
学
１
年
生
～
中
学
３
年
生

　

  （
多
度
津
町
内
外
は
問
い
ま
せ
ん
）

料 

１
，０
０
０
円

　

  

※ 

行
事
等
で
負
担
金
を
集
め

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

申   

チ
ケ
ッ
ト
は
各
プ
レ
イ
ガ
イ

ド
及
び
サ
ク
ラ
ー
ト
た
ど
つ
、

温
水
プ
ー
ル
、
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
、
各
地
区
公
民
館
、

明
徳
会
図
書
館
、
資
料
館
に

て
発
売
中

問   

サ
ク
ラ
ー
ト
た
ど
つ

　
　
　
　
　
　

 （
町
民
会
館
）

 

☎
３
３
ー
３
３
３
０

■
ひ
だ
ま
り
４
月
講
習

●
ひ
だ
ま
り
教
室

内   

ア
ー
ト
フ
ラ
ワ
ー「
す
ず
ら
ん
」

　

 【
講
師
】浪
越  

絢
子  

先
生

時 

4
月
11
日（
金
）

　

 

10
時
～
11
時
30
分

●
ひ
だ
ま
り
講
習
会

内   

包
括
元
気
塾

　

 【
講
師
】 多
度
津
町
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

時 

4
月
8
日（
火
）

　

 

10
時
～
11
時
30
分

問   

多
度
津
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー　
☎
３
３
ー
４
７
５
５

●
映
画
上
映
会

　
「
い
の
ち
の
停
車
場
」

内   

出
演 

吉
永
小
百
合
、
松
坂
桃

李
、
広
瀬
す
ず
、
西
田
敏
行

時 

5
月
18
日（
日
）

　

   

13
時
30
分
開
場　
14
時
上
映

（
上
映
時
間
・
１
１
９
分
）

料 【
前
売
一
般
】 

１
，１
０
０
円　

　

 （
友
の
会 

１
，０
０
０
円
）

　

 【
前
売
18
歳
以
下
】 ５
5
０
円　

　

 （
友
の
会 

５
０
０
円
）

　

   

※
当
日
料
金
は
各
３
０
０
円
増

　

   

※ 

当
日
、サ
ク
ラ
ー
ト
た
ど
つ

公
演
の「
い
の
ち
の
停
車

場
」上
映
会
チ
ラ
シ
を
持
参

さ
れ
た
方
に
は
、チ
ラ
シ
１

枚
に
つ
き
５
名
様
ま
で
前

売
料
金
で
チ
ケ
ッ
ト
を
購

入
で
き
ま
す
。

　

   

※ 

友
の
会
会
員
割
引
は
令
和

7
年
度
友
の
会
会
員
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

　
 　

（
全
席
自
由
席
・
税
込
み
）

　町総合スポーツセンターの第一体育館につきましては、スポーツ大会など様々な場面で多くの方々にご愛
顧をいただいてまいりましたが、施設の経年劣化が著しいことから、利用者の安全確保を最優先に考えて、
令和７年４月から当分の間、休館することといたしました。
　利用者の皆さまにはご不便をおかけすることとなり、誠に申し訳ございませんが、今後も社会体育の振興
に努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　なお、町総合スポーツセンター内のその他の施設については、これまでどおりご利用いただけますので、
よろしくお願いいたします。

問 生涯学習課　☎︎33-0700

● 第一体育館の休館について ● 

2025.4　広報たどつ 18



図書館 りだよ図書館 りだよ 明徳会図書館　☎32-3246問

新着図書のご案内

た
ど
つ
柳
壇
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４月のおはなし会

日

時
間
　
　
　
内
容

２
水
10
時
30
分
健
康
運
動
教
室

４
金
13
時

体
い
き
い
き

健
康
体
操

７
月
11
時

チ
ョ
イ
キ
タ
体
操

８
火
11
時

み
ん
な
で

楽
し
く
歌
お
う

９
水

10
時
30
分
カ
レ
ン
ダ
ー
作
り

10
時
30
分
和
紙
ち
ぎ
り
絵
教
室

10
木
10
時
30
分
脳
と
体
を
元
気
に

す
る
体
操
教
室

11
金
11
時

ら
せ
ん
流
操
体
法

17
木
10
時
30
分
い
き
い
き
健
康
体
操

21
月
10
時
30
分
ボ
デ
ィ
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ
ニ
ン
グ
教
室

22
火
11
時

み
ん
な
で

楽
し
く
歌
お
う

23
水
11
時

踊
り
の
つ
ど
い

25
金
11
時

チ
ョ
イ
キ
タ
体
操

28
月
10
時
30
分
ハ
ー
モ
ニ
カ
と
い
っ
し
ょ

に
歌
い
ま
せ
ん
か

湯
楽
里
４
月
行
事
予
定

●買い物ツアー／14時
2日(水)・9日(水)・１6日(水)・
２3日(水)・30日（水）

●湯楽里休館日
5日(土)・6日(日)・１2日(土)・
１3日(日)・19日(土)・20日(日)・
２6日(土)・２7日(日)・
２９日(火祝)
問 多度津町社会福祉協議会

　　　☎︎32-8501

（
第
108
回
）

香
川　

大 

選

題
名 「
夢
中
」

【
第
一
席
】

動
画
観
て
夢
中
で
踊
る

孫
可
愛
い

仁
木　

寿
子（
西
白
方
）

〈
評
〉ほ
っ
こ
り
と
し
た
温
か
い

思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。動
画

を
み
て
夢
中
に
な
っ
て
踊
る
孫

に
、心
は
鷲
摑
み
さ
れ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

【
第
二
席
】

青
春
は
夢
中
で
本
を

読
み
漁
り

髙
島　

也
知
子（
見
立
）

〈
評
〉「
青
春
は
夢
中
で
本
を
読

み
漁
り
」に
万
感
の
思
い
が
伝

わ
る
。私
の
青
春
は
今
の
よ
う

に
ス
マ
ホ
な
ど
無
く
、本
を
読

ん
で
違
う
世
界
を
覗
く
の
が
精

一
杯
で
し
た
。

【
第
三
席
】

走
り
込
み
夢
中
で
つ
か
む福

袋

藤
倉　

純（
若
葉
町
）

〈
評
〉福
袋
に
は
幸
運
や
幸
福

な
ど
が
入
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

「
走
り
込
み
夢
中
で
つ
か
む
福

袋
」自
分
自
身
も
周
り
の
人
の

幸
せ
を
願
い
夢
中
で
つ
か
み
に

行
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

【
佳　
作
】

米
粒
を
つ
け
て
夢
中
で

食
べ
て
い
る

池
田　

晴
基（
見
立
）

チ
ュ
ン
チ
ュ
ン
と
恋
に
夢
中
の

春
ス
ズ
メ

綾
田　

博
行（
道
福
寺
）

▼
次
回
川
柳
作
品
募
集

内 

題
名「
野
菜
」

申 

５
月
14
日（
水
）必
着

　

   

は
が
き
に
①
作
品（
未
発
表

を
三
句
ま
で
）②
住
所
③
氏

名
④
電
話
番
号
を
明
記
の

上
、中
央
公
民
館
本
通
分
館

ま
で
郵
送
ま
た
は
持
参

問 

中
央
公
民
館
本
通
分
館

 

☎
３
３-

０
７
６
０

★『ひまわり』
　 ４月12日土 14時～14時30分

★『ライブラリーこぐま』
　 ４月16日水 15時～15時30分

 おはなし会は無料で、予約は不要です。出張もします。お問い合わせは図書館まで。

草花が芽吹く季節となりました。そこで私たちがよく目にする植物の育ちかたなど、自然にまつわる本をご紹介します。

● 新装版 自然とあそぼう　
　植物の育ち編 全5巻　
　構／中嶋博和　　
　出版社／農山漁村文化協会

● くらべて発見 タネの「いのち」 全3巻
　編／農文協　　
　出版社／農山漁村文化協会

● 新装版 自然とあそぼう　
　植物のくらし編 全4巻
　構／中嶋博和　　
　出版社／農山漁村文化協会
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　　　　　　　　　　　　　　　【敬称略】
▼団体　　　　　　　　　　　　　　　　

◦多度津中学校ボランティア団体　
　　ミルフィーユ隊　（隊長 渡邊英蓮）
◦豊原地区子ども会育成連絡協議会
　　（会長 長谷川洋治）

▼個人
◦塩田　邦子（多度津地区）　◦川鯉　佑介（多小６年）
◦宮川　武史（四箇地区）　　◦濵地　明咲（豊小６年）
◦秋山みゆき（白方地区）　　◦尾畑　千優（四小６年）
◦吉田　心思（多中３年）　　◦戸井　優陽（白小６年）
※学年は令和6年度のものです。 

　
　

「
小
さ
な
親
切
」

作
文
紹
介

「
み
ん
な
で
見
守
る
町
づ
く
り
」

 

　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
桃
陵
苑

施
設
長
　
秋
山
　
忠
久

　
令
和
７
年
１
月
１
日
時
点
の
多

度
津
町
の
人
口
は
２
１
，０
８
８

人
。
町
民
の
３
人
に
１
人
が
65
歳

以
上
の
高
齢
者
で
あ
り
、
５
人
に

１
人
が
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者

に
な
り
ま
す
。
今
後
は
町
全
体
の

人
口
は
減
少
す
る
も
の
の
高
齢
化

率
及
び
後
期
高
齢
化
率
は
徐
々
に

高
く
な
る
見
通
し
で
す
。
ま
た
、

世
帯
別
で
見
る
と
高
齢
者
一
人
暮

ら
し
又
は
高
齢
者
夫
婦
の
み
の
世

帯
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
一
昔
前
の
昭
和
の
時
代
は
、
私

の
家
庭
も
そ
う
で
し
た
が
、
三
世

代
同
居
は
珍
し
く
な
く
賑
や
か
な

毎
日
を
送
っ
て
い
た
記
憶
が
あ
り

ま
す
。
当
時
の
土
地
柄
も
あ
り
ま

す
が
、近
所
付
き
合
い
も
頻
繁
で
、

特
別
な
日
で
も
な
い
の
に
近
所
で

ご
飯
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
り
、
悪

い
こ
と
を
し
て
近
所
の
お
ば
ち
ゃ

ん
に
思
い
っ
き
り
叱
ら
れ
た
り
、

外
で
近
所
の
お
婆
ち
ゃ
ん
が
困
っ

て
い
る
と
手
助
け
し
た
り
と
地
域

自
体
が
大
き
な
家
族
の
よ
う
で
し

た
。
困
っ
て
い
た
ら
手
を
差
し
伸

べ
る
・
・
・
誰
か
ら
教
わ
っ
た
で

も
な
く
自
然
に
で
き
て
い
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。

　
時
は
流
れ
平
成
を
経
て
令
和
の

現
在
は
何
も
か
も
が
便
利
に
な
り

ま
し
た
。
他
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
希
薄
に
な
り
ま
し

た
が
、
極
端
に
言
う
と
ス
マ
ホ
さ

え
あ
れ
ば
あ
る
程
度
事
足
り
る
世

の
中
に
も
な
り
ま
し
た
。

　
皆
さ
ん
は
、
多
度
津
町
お
も
い

や
り
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
事

業
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
認
知

症
の
疾
患
を
持
っ
た
高
齢
者
が
行

方
不
明
に
な
っ
た
際
に
、
関
係
機

関
と
連
携
を
図
り
本
人
の
早
期
発

見
と
安
全
な
保
護
を
目
的
と
し
た

事
業
で
す
。
年
に
一
度
、
多
度
津

町
高
齢
者
保
険
課
、多
度
津
交
番
、

多
度
津
町
社
協
、
町
内
の
高
齢
者

福
祉
施
設
及
び
民
生
委
員
の
方
に

も
協
力
い
た
だ
き
な
が
ら
、
大
掛

か
り
な
模
擬
訓
練
を
実
施
し
た

り
、
併
せ
て
啓
発
活
動
も
行
っ
て

い
ま
す
。
模
擬
訓
練
で
は
認
知
症

高
齢
者
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
設

定
で
、
実
際
に
行
方
不
明
者
役
の

方
が
町
内
を
歩
き
、「
あ
れ
っ
？
」

と
感
じ
た
地
域
の
人
が
声
を
掛

け
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て
保
護

す
る
ま
で
の
一
連
の
流
れ
を
確
認

し
て
い
ま
す
。
町
内
の
方
を
町
内

の
皆
さ
ん
で
見
守
っ
て
い
く
と
い

う
コ
ン
セ
プ
ト
に
な
り
ま
す
。

　
一
昔
前
と
違
っ
て
個
人
情
報
の

漏
洩
防
止
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確

保
が
重
要
視
さ
れ
る
昨
今
に
お
い

て
、
見
ず
知
ら
ず
の
高
齢
者
に
声

を
掛
け
る
行
動
は
ど
う
し
て
も
消

極
的
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
明

ら
か
に
違
っ
た
様
子（
目
が
う
つ

ろ
、
下
を
向
い
て
元
気
が
な
い
、

服
装
が
不
自
然
等
）の
高
齢
者
が

一
人
で
歩
い
て
い
る
と「
関
わ
ら

な
い
方
が
・
・
・
」「
誰
か
が
声

を
掛
け
る
だ
ろ
う
」と
思
う
方
も

多
い
と
思
い
ま
す
。
実
際
私
も
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
で
は
声
を
掛
け
る
自

信
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が

ら
直
接
本
人
と
話
が
で
き
な
く
て

も
、
直
ぐ
に
近
所
の
人
や
交
番
等

第
三
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
は
何
と

か
出
来
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

自
分
が
何
と
か
す
る
の
で
は
な

く
、
地
域
を
巻
き
込
ん
で
地
域
で

対
応
し
て
い
く
と
い
っ
た
考
え
を

持
て
ば
、気
分
も
楽
に
な
り
ま
す
。

　
住
み
に
く
い
世
の
中
で
あ
っ
て

も
住
み
や
す
い
地
域
を
目
指
し
、

イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
皆
が
集
え
る

場
所
の
提
供
等
、
町
内
の
社
会
福

祉
法
人
と
し
て
地
域
の
方
々
と
の

顔
の
見
え
る
関
係
づ
く
り
に
努
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　

善 

意

敬
称
略

●
多
度
津
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
・
郡　
早
苗 

（
東
新
町
）

●
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム「
桃
陵
苑
」

　
・
中
塚
重
光 
（
西
白
方
）

　
・
Ｊ
Ａ
あ
ゆ
み
の
会

　
・
す
い
せ
ん
の
会

　
・
多
度
津
商
工
会
議
所
女
性
会

　
・ 

多
度
津
町
生
活
研
究
グ
ル
ー

プ
連
絡
協
議
会

　
・ 

多
度
津
町
民
生
・
児
童
委
員

協
議
会

　
・
ひ
ま
わ
り
の
会 （

２
月
分
）

令和6年度 青少年健全育成活動モデル団体および個人表彰・善行者表彰
　学校・地域で青少年活動や奉仕活動等に尽力された2団体と個人8名に、多度津町教育委員会および多度津
町青少年健全育成町民会議より表彰状等が授与されました。
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可燃

 無料相談

 納税・納付 問 税務課　☎︎33-1118

納期限：4月30日（水）

 随時税目（随時期）

明徳会図書館
 ☎32-3246

7日、14日、21日、28日、29日、
30日、5月3日～ 6日

町立資料館
 ☎33-3343

7日、14日、21日、28日、30日、
5月7日

スポーツセンター
 ☎33-3666

7日、14日、21日、28日、
5月7日

温水プール
 ☎33-4300

1日、8日、15日、22日、30日、
5月7日

サクラートたどつ
（町民会館）
 ☎33-3330

1日、8日、15日、22日、30日、
5月7日

 休館日

※ 『林求馬邸』は第一日曜日に開館：4月6日（日）、5月4日（日）

 ごみ収集日
資源 不燃 粗大 可燃

1区～4区・寿町・
桜川団地・
県営多度津団地
（３棟・４棟） 16日

11日
25日

  7日
21日

火
・
金 5区～7区

14日
28日

  8日
22日

県営多度津団地
（１棟・２棟）
8区

  9日
9区   1日

15日
10日
24日 　

　
月
・
木 

　

10区～12区・
日の出町

23日
堀江・学園台・北鴨・
幸町・若葉町   3日

17日
11日
25日袖

30日道福寺・桜川東・
南鴨・葛原

  4日
18日

14日
28日

庄・三井・青木
（本村・金道・
青木団地）   2日

  7日
21日

  1日
15日 火

・
金 青木（北山）・山階   8日

22日
  3日
17日

西白方・奥白方・
見立・東白方（本村）

  9日

10日
24日

  4日
18日 月

・
木 東白方（原戸・

城ヶ下）・西港町
14日
28日

  8日
22日

高見 4日・18日
佐柳 4日・11日・18日・25日

問 リサイクルプラザ　☎ 33-4425

 休日当番医（善通寺市・多度津町）
日 医療機関名 住所・電話番号

4月  6日 中島医院 善通寺市　善通寺町7
☎ 62-0358

4月13日 森医院 善通寺市　善通寺町1
☎ 63-1500

4月20日 Base65 clinic 多度津町　庄
☎ 35-9282

4月27日 三宅整形・
リハビリクリニック

善通寺市　生野町
☎ 63-2010

4月29日 石原消化器内科
クリニック

善通寺市　生野町
☎ 63-6677

※ 診療時間は9時～17時まで。都合で変更することがあります。
　当日の新聞でお確かめください。

4月の予定
相談名 日時 場所・連絡先

法律相談
（弁護士対応）

17日（木）　
※要予約
10：30−12：00

町民健康センター2階
☎ 32–8501
多度津町社会福祉協議会

高齢者
けんこう相談

11日・25日（金）
※予約優先
13：00−15：00

地域交流センター1階 ルーム3
☎ 33–4488
高齢者保険課

人権相談 15日（火）
9：00−12：00

地域交流センター1階 ルーム2
☎ 33–4480　
住民環境課

行政相談 15日（火）
10：00−12：00

地域交流センター1階 ルーム2
☎ 33–1110　
総務課

行政書士
相談

10日（木）
※予約可
10：00−12：00

地域交流センター1階 ルーム3
☎ 087–866–1121
香川県行政書士会

身体障害者
相談

８日（火）  
13：30−15：00

地域交流センター1階 ルーム3
☎ 32–3063
多度津町身体障害者の会

障がい者
生活相談

24日（木）
13：30−16：30

地域交流センター1階 ルーム3
☎ 33–1134　
健康福祉課

こころの
相談

17日（木）
※予約優先
13：30−16：00

地域交流センター1階 ルーム3
☎ 33–1134
健康福祉課

成年後見・
遺言相談会

18日（金）  
13：00−15：00

町民健康センター2階
☎ 32–8501
多度津町社会福祉協議会

経営個別相談会
（香川県よろず
 支援拠点）

９日（水）
※予約優先
9：00−17：00

地域交流センター2階 ルーム4他
☎ 33–1113
産業課

交通事故相談
23日（水）
※要予約
13：00−15：00

地域交流センター1階 ルーム3
☎ 33–1110
総務課

税務相談
毎週月曜日
※予約優先
13：00−15：00

四国税理士会丸亀支部
☎ 22–0041
同会丸亀支部

可燃ごみには、ビンや缶など
の可燃物以外のごみを入れ
ないように分別して出してく
ださい。
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４ 月の行事予定

すこやか健診（５歳児健康診査）を実施します

子育て世代包括支援センターからのお知らせ

多度津町へ転入された方へのお知らせ

健康マメ知識 ～「こころのリズム」を整えましょう～

日 行事 時間 場所
2（水）のびのび広場（ベビーマッサージ・助産師さんのミニ講座）10：00～12：00 別ピ

4（金）ことばの相談 ※要予約 健セ
生活習慣病予防相談 13：30～15：00 白公

7（月）食生活改善推進協議会役員会 9：30～10：30 地交

8（火）乳幼児健康相談（令和６年６月～７月生まれ） 9：30～10：30 健セ
１歳６か月児健康診査（令和５年８月～９月生まれ） 13：30～14：30 健セ

9（水）のびのびクッキング（イースター） 10：00～12：00 別ピ
10（木）３歳児健康診査（令和３年９月生まれ） 13：30～14：30 健セ

11（金）
助産師相談 ※要予約 別ピ
ノルディックウォーキング教室 9：00～12：00 丸亀市
生活習慣病予防相談 13：30～15：00 農婦

14（月）栄養相談 9：00～12：00 別ピ
16（水）のびのび広場（保育士さんと一緒にふれあい遊び） 10：00～12：00 別ピ
17（木）母子愛育会総会 9：30～11：00 地交
18（金）生活習慣病予防相談 13：30～15：00 地交

22（火）助産師相談 ※要予約 別ピ
食生活改善推進協議会総会 13：00～16：00 健セ

23（水）のびのび広場（親子体操） 10：00～12：00 別ピ

25（金）ノルディックウォーキング教室 9：00～12：00 地交
生活習慣病予防相談 13：30～15：00 四公

28（月）こども相談 ※要予約 健セ
30（水）のびのびクッキング（端午の節句） 10：00～12：00 別ピ
別ピ＝別館ピーチ／健セ＝健康センター／白公＝白方地区公民館／地交＝地域交流センター
／農婦＝豊原農村婦人の家／四公＝四箇地区公民館

日 検診会場 受付時間

30（水）四箇地区公民館 8：30～11：00

胃 がん検診

対 象 者    令和７年度中に満５歳となる、すべてのお子さま（令和２年４月２日～令和３年４月１日生まれ）

【妊娠中の方】
　転入前の自治体で発行された「妊婦一般健
康診査受診票」は使用できませんので、多度津
町発行の受診票に交換する手続きが必要です。
お手持ちの受診票（転入前の自治体で発行され
たもの）と母子健康手帳をご持参ください。

【小児および保護者の方】
　転入前に受けられた乳幼児健診でのご
様子や、予防接種接種歴をお伺いします。
　母子健康手帳と、お手持ちの予防接種予
診票（転入前の自治体で発行されたもの）を
ご持参ください。

【成人の方】
　令和６年12月以降に転
入された方で、町のがん検
診の受診等を希望される
方は、お申込みを受け付け
ます。ご連絡ください。

　春は、昼夜の気温差や日照時間の変化によって自律神経のバランスが不安定になり、体調を崩しやすい季節です。また、
新しい環境（入学、就職、転勤など）に対する不安や緊張から、ストレスを感じやすい季節でもあり、「気分が落ち込む」「や
る気が起きない」といった、こころの不調を招きやすくなります。
　以下のポイントを心がけ、こころも体もいきいきと、元気に過ごしましょう。
◦朝は決まった時間に起きて、朝日を浴びましょう　　　　　　 ◦食事は、3食を決まった時間に、バランスよく食べましょう
◦自分なりのリラックス法を見つけ、早めに休養をとりましょう　◦こまめに体温調節ができるよう、対策を行いましょう

　保健師・助産師・看護師・保育士が常駐しており、妊娠・
出産・育児に関する電話相談、来所相談を随時行っていま
す。身長・体重等の計測もできますので、どうぞお気軽にご
利用・ご相談ください。

【開放時間：月曜～金曜（祝日除く） ９時～16時】
行事の詳しい日程・内容は、広報誌、ホームページ、子育て
メール配信、電子母子手帳等でお知らせしています。

　各保育所・認定こども園・幼稚園で「すこやか健診（５歳児健康診査）」を実施します。

　２月26日（水）牛乳パックと色紙でおひな様を
つくり、子どもの健やかな成長を願ってヘルス
メイトが作ったてまりずしをいただきました。人
参、卵、鮭等具材たっぷりの酢飯に、きゅうりの
しゃくと、人参の扇を持ち、顔はチーズでできた
食べるおひな様は、子ども達も大喜びでした。

     献血にご協力を
　　　　 お願いします！

～つなげよう 心と命 献血で～

日 時   ４月６日（日） 
　９時～12時

　　　　　    　　　13時～16時
場 所  ザ・ビッグ多度津店

・4月に、各保育所・認定こども園・幼稚園を通じて、ご説明の文書をお渡しします。
・ 健診の日程については、健診の約２か月前に、各保育所・認定こども園・幼稚園を通じてご案内します。
　町外へ通園されている方等については、健康福祉課よりご案内をお送りします。

※事前に時間予約が必要です

のびのびクッキング  ひな祭り

※ 本人確認のため、運転免許証など
　身分証明書をご持参ください。

一人でも多くの
ご協力を
お願いします。
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年度
年齢 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

65歳 S35.4.2～S36.4.1 生 S36.4.2～S37.4.1生 S37.4.2～S38.4.1生 S38.4.2～S39.4.1生 S39.4.2～S40.4.1生
70歳 S30.4.2～S31.4.1 生 S31.4.2～S32.4.1生 S32.4.2～S33.4.1生 S33.4.2～S34.4.1生 S34.4.2～S35.4.1生
75歳 S25.4.2～S26.4.1 生 S26.4.2～S27.4.1生 S27.4.2～S28.4.1生 S28.4.2～S29.4.1生 S29.4.2～S30.4.1生
80歳 S20.4.2～S21.4.1 生 S21.4.2～S22.4.1生 S22.4.2～S23.4.1生 S23.4.2～S24.4.1生 S24.4.2～S25.4.1生
85歳 S15.4.2～S16.4.1 生 S16.4.2～S17.4.1生 S17.4.2～S18.4.1生 S18.4.2～S19.4.1生 S19.4.2～S20.4.1生
90歳 S10.4.2～S11.4.1 生 S11.4.2～S12.4.1生 S12.4.2～S13.4.1生 S13.4.2～S14.4.1生 S14.4.2～S15.4.1生
95歳 S5.4.2～   S6.4.1 生 S6.4.2～  S7.4.1生 S7.4.2～  S8.4.1生 S8.4.2～  S9.4.1生 S9.4.2～S10.4.1生

100歳 T14.4.2～T15.4.1 生 T15.4.2～  S2.4.1生 S2.4.2～  S3.4.1生 S3.4.2～  S4.4.1生 S4.4.2～  S5.4.1生
101歳以上 T14.4.1以前生 － － － －

帯状疱疹の定期予防接種が令和7年4月1日より始まります

子宮頸がんワクチン（HPV）のキャッチアップ期間が条件つきで延長されました

胃がん検診 実施場所 対象者 検診内容 自己負担金
74歳以下 75歳以上

集団検診
（4月～5月）

町民健康センター・各地区公民館
サクラートたどつ・済生丸　等 40歳以上で

令和６年度に
未受診の方

問診 胃部X線検査 900円 400円

施設検診
（5月～9月） 町内指定医療機関 問診 胃部X線検査 1,800円 700円

問診 胃内視鏡検査 3,000円 1,300円

乳がん検診 実施場所 対象者 検診内容 自己負担金

施設検診
（5月～10月）

回生病院
水藤乳腺甲状腺
　　 クリニック

30歳～39歳の女性 問診 超音波検査 1,000円
40歳～49歳の女性で

令和６年度に未受診の方
問診 超音波検査
マンモグラフィ検査 1,500円

50歳以上の女性で
令和６年度に未受診の方

問診
マンモグラフィ検査

74歳以下 75歳以上
1,000円 500円

子宮頸がん検診 実施場所 対象者 検診内容 自己負担金
74歳以下 75歳以上

施設検診
（5月～10月）

回生病院
厚仁病院
谷病院

20歳以上の女性
※令和７年度に偶数年齢の方と

令和６年度未受診の方

問診
子宮頸部細胞診
子宮頸部超音波検査

1,200円 500円

がん検診を受けましょう！
4 ～ 5月にかけて、胃がん検診・子宮頸がん検診・乳がん検診が始まります。
1月に実施した「検診受診調査書」でお申込みいただいた方には、個別案内をお送りします。
まだお申込みされていない方で、受診を希望される場合は、ご連絡ください。

【乳がん検診】→41歳の方　　　【子宮頸がん検診】→21歳の方　　　
【生活保護法による被保護世帯・町民税非課税世帯の方】→必ず事前に、健康福祉課へ申請してください。

※子宮頸がん・乳がん集団検診については、９月に実施予定です。
●次に該当する方は、がん検診の自己負担金が無料になります

※事前に予約が必要です。

【申込み・問合せ】　健康福祉課　☎︎33-1134

対 象 者  ◦令和7年度に65歳になる方　◦60～64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有する方
　　　　　　◦5年間の経過措置として、70・75・80・85・90・95・100歳になる方、令和7年度に限り101歳以上の方
　　　　　　＊対象となるのはそれぞれの該当する年度の1年間だけです。5歳毎の節目接種ではありません。

令和7年度の対象者には、４月に予診票を送付します。
ワクチンの種類・接種回数、自己負担金等の詳細については、個別案内をご覧ください。　

対 象 者   平成9年4月2日～平成21年4月1日生まれの女性で令和4年4月1日～令和7年3月31日（キャッチアップ接種期
間）に１回以上接種されている方

接種期限  令和８年３月31日
　接種回数が不足しているとワクチンの効果が十分に得られません。3回の接種が完了しているか確認し、接種が不足して
いる方は期限内に受けましょう。公費で受けられる最後の機会です。

  健康カレンダーを全戸配布しておりましたが、令和7年度より、町役場・各地区公民館等に配置するよう変更いたしました。

広報たどつ　No.80923
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necobokkoCAFE (ねこぼっこカフェ) 

仲多度郡多度津町堀江 4-6-12 

TEL:080-7494-9408 

営業時間：11：00～17：30 火曜定休 

（第 1種動物取扱業 第 35449号 展示） 運営法人：：式会社 Faro 

おいしい料理・猫雑貨も楽しめる保護猫カフェ キッズスペース未就学児 

ご利用可能 キッズメニュー有り

詳しくは
ホーム
ページで

☎32ｰ2447
胃カメラ・大腸カメラ・腹部手術

多度津三宅病院

外科・胃腸内科・肛門外科・整形外科・
リハビリテーション科・小児外科

診療科目

診療時間
8：30～　　　　　　   9：00～
8：30～12：30　 13：30～17：30
8：30～12：30

受　付
月～金
　土

診　察

診療科目： 乳腺外科 ・ 甲状腺外科 ・ 外科

善通寺市弘田町390-1
☎ ０８７７-６４-３２１０ ホームページは

こちらです☞
（予約の方優先）

休 診

休 診

診療受付時間 月 火 水 木 金 土 

診 察

リハビリ

9:30～18:00 ● ● ● ● 8:00～15:30 

9:00～12:30 
13:45～17:30 ● ● ● ● 8:00～15:30 

 

多度津町西浜 11-30 

ＴＥＬ．0877（32）7171 

予 約 0877（56）6306 

After

0120-148-144

〒761-0121 高松市牟礼町牟礼3766-1

お問合せ時間 8：00～18：00
すっきり！お気軽に

ご相談ください！

草刈り以外のことも
ご相談ください。

内事業部

草むしり.com

●広報たどつ（W170×H47mm／4c）

見積り
無料

みなさま感激！！ Before

人　口
　男　
　女　
世帯数3月1日現在常住人口

21,044人　
10,782人　
10,262人　
9,632世帯

（−18）
（＋  5）
（−23）
（＋  1）


